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   基本方針は明快にして、着実に目標を達成致します。

一、　先ず、環境に悪いことをしない。　（環境に関する法規等の遵守）
二、　次に、環境に良いことをする。（省エネ・節水・廃棄物の削減・分別リサイクル・
　　 　環境にやさしい物品の調達）
三、　更に、環境配慮型製品の販売・環境情報提供を推進して、新たな企業価値の創造
　　 　を目指します。

改訂日：　2010年9月29日

環 境 方 針

日本資材株式会社

取締役社長　高野繁正

　 持続可能な社会を構築にむけて、事業者が担う責任として、環境負荷の継続的な削減
へ取組み、環境経営を推進します。事業所内での省エネ、節水、廃棄物の削減、分別リ
サイクル等だけでなく、仕入から販売まで　（川上から川下まで）　の原料・商品の流れの
中で、取組むべき課題を問い、目標を定めて、全組織・全事業活動での環境負荷の削減
を目指します。

     

           遵 法    

省エネ・節水・廃棄物の削減・分別

リサイクル・環境にやさしい物品の調達

環境配慮型製品の販売・環境情報提供

   新たな企業価値の創造



□　組織の概要

１） 名称及び代表者名

日本資材株式会社

代表取締役社長　高野　繁正

２） 所在地

本社　 大阪府大阪市中央区博労町1丁目5番6号

東京店 東京都中央区日本橋箱崎町31-4

京都店 京都府南区上鳥羽岩ノ本町10

名古屋店 愛知県名古屋市西区幅下2-18-12 

福井店 福井県福井市問屋町3-209

見附店 新潟県見附市新町3-11-11

R&Dｾﾝﾀｰ 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂923－2

３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 取締役統括部長　 寺尾　周二 TEL : 06-6264-0222

担当者 管理本部次長 本山　幸一 TEL : 06-6264-0222

４） 事業内容

５） 事業規模

売上高　 本社　6,637百万円　(全社 12,259百万円)　[2017年6月期実績]

本社 R&Dｾﾝﾀｰ

従業員 36 9

延べ床面積 （㎥） 1,581 2100

(R&Dセンターは2008年度に認証取得済)

東京店 京都店 名古屋店 福井店 見附店 合　　計

12 2 4 8 1 72名

196 237 99 794 231 5,２３８㎡

６） 事業年度 7月～6月

□　認証・登録の対象組織・活動

認証・登録番号　０００６５２１

認証・登録日　2011年1月26日　　有効期限　2019年1月25日

登録組織名：　日本資材株式会社　本社

      東京店、京都店、名古屋店、福井店、見附出張所

活動：産業資材全般, 電子材料, ラミネート加工品及び機能性フィルムの販売

生産緒資材（化学品の輸出入含む）、電子材料の開発・販売、ラミネート加工品及び
機械器具類の販売並びに輸出入。
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2017年度　(2016年7月～2017年6月）

□環境目標及びその実績 全社取組 全社取組

2009年度 2012年度 2013年度 2016年度 2017年度 2017年度 評価

基準年１ 実績 基準年２ 実績 目標 実績 X△○

※電気使用あたりのCO2排出量は、基準年度のCO2排出係数0.366kg-CO2/kWh

※2012年から改正化審法（輸入量）で数値化

※2013年から全社実績

（本社分）

1,496 1,804
△

(2010年） △10% 18%増 △1% 19%増

コピー用紙購入量の
削減

（Kg/年）
1,299 1,094 1,511 1,777

社内グリーン購入
（ｵﾌｨｽ用品含み）

向上
（購入実施）

100%

化学品の販売量
（輸入量）

(トン/年）
345トン 378トン 540トン

100% 100%
○

100% 100% 100%

輸入量
把握

495トン
○

（本社分） （本社分）

616
△3%

610
○

△21% △0.4% △3.9%

生活用水使用量
の削減 （m

3
/年）

447 354 635 638

数値化
4.3

△
※ ※

廃棄物排出量
合計

(トン/年）
1.4 2.26 7.9

数値化
(△1%)

2.70
△

廃棄無 廃棄無 △55%

産業廃棄物
（マニュフェスト）

(トン/年）
0 0 6.01

2,237
△1%

1,632
○

△17% △17%

一般廃棄物
(中間リサイクル含

み）
(Kg/年）

1,425 2,260 1,864

自動車燃料使用量
あたりのCO2排出量

kg-CO2
27,422 22,188 68,891 58,703

129,301
△4%

116,030
○

△14% △12% △13.8%

CO2排出量
合計

(Kg/年）
70,519 60,052 134,689 118,481

○
△12% △9.1% △14.2%

66,135
△4%

52,470
○

△19% △14.7% △23.8%

項　　目

電力量使用あたりの
CO2排出量

(都市ガス含み）
kg-CO2

43,097 37,865 65,798 59,778
63,166
△4%

56,398

２



2016年度計画　(2016年7月～2019年6月）

□中期環境目標
2013年度 2017年度 2018年度 2019年度

（基準年度） （目標） （目標） （目標）

※電気使用あたりのCO2排出量は、基準年度のCO2排出係数0.366kg-CO2/kWh

※2012年から改正化審法（輸入量）で数値化

※2013年から全社実績

※地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律(平成28年5月20日成立）

1,466

△１% △２% △３%

100%

（本社分）

輸入量把握

社内グリーン購入の
（ｵﾌｨｽ用品含み）

向上
（購入達成率）

100% 100% 100%

化学品の販売量
（輸入量）

(トン/年）
378トン 輸入量把握 輸入量把握

コピー用紙購入量の
削減

（Kg/年）
1,511 1,496 1,481

生活用水使用量
の削減 （m

3
/年）

635 616 616 616

△３% △３% △３%

廃棄物排出量
合計

(Kg/年）
2,260 2,237 2,215 2,192

△１% △２% △３%

産業廃棄物
（マニュフェスト）

(Kg/年）
6.01 5.95 5.89 5.83

(基準2016年) △１% △２% △３%

一般廃棄物
(中間リサイクル含

み）
(Kg/年）

2,260 2,237 2,215 2,192

△１% △２% △３%

CO2排出量
合計

(Kg/年）
134,689 129,301 127,955 126,608

△4% △5% △6%

自動車燃料使用量
あたりのCO2排出量

kg-CO2
68,891 66,135 65,446 64,758

△4% △5% △6%

項　　目

電力量使用あたりの
CO2排出量

(都市ガス含み）
kg-CO2

65,798 63,166 62,508 61,850

△4% △5% △6%

３



電気使用量
2015年7月～2016年6月 2016年7月～2017年6月

全日kWh 有効kWh 夜間kWh CO2(Kg) 全日kWh 有効kWh 夜間kWh CO2(Kg)
7月 11,302 9,971 1,331 4,137 7,551 6,327 1,224 2,764
8月 11,437 10,156 1,281 4,186 7,556 6,406 1,150 2,765
9月 7,300 6,170 1,130 2,672 5,859 4,806 1,053 2,144

10月 6,175 5,050 1,125 2,260 5,193 4,094 1,099 1,901
11月 5,968 4,821 1,147 2,184 5,944 4,824 1,120 2,176
12月 7,398 6,199 1,199 2,708 6,977 5,795 1,182 2,554
１月 11,281 9,953 1,328 4,129 9,967 8,619 1,348 3,648
2月 10,479 9,240 1,239 3,835 9,232 8,090 1,142 3,379
3月 8,155 6,719 1,436 2,985 8,126 6,833 1,293 2,974
4月 5,231 4,112 1,119 1,915 5,337 4,245 1,092 1,953
5月 5,425 4,339 1,086 1,986 5,019 3,908 1,111 1,837
6月 5,753 4,669 1,084 2,106 5,736 4,612 1,124 2,099

合計 95,904 81,399 14,505 35,101 82,497 68,559 13,938 30,194

(CO2排出係数：0.366kg-CO2/kWh)
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水道使用量    本社
2015年7月～2016年6月　 2016年7月～2017年6月　

m
3

m
3

7月 27 7月 27
8月 25 8月 23
9月 21 9月 21

10月 20 10月 20
11月 28 11月 20
12月 24 12月 21
1月 25 1月 17
2月 28 2月 23
3月 24 3月 22
4月 27 4月 26
5月 24 5月 25
6月 25 6月 25

合計 298 合計 270
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ガソリン使用量　（大阪本社） 排出係数 2.32166

合　計 排出量Kg 合　計 排出量Kg
7月 834.9 1938.354 655.2 1521.036
8月 655.2 1521.152 597.7 1387.656
9月 730.9 1696.901 621.7 1443.399

10月 717.7 1666.255 746.2 1732.399
11月 707.3 1642.11 645.6 1498.771
12月 881.7 2047.008 640.4 1486.791
1月 787.9 1829.236 623.8 1448.252
2月 667.2 1549.012 602.9 1399.636
3月 691.1 1604.499 600.2 1393.344
4月 771.7 1791.625 683.8 1587.505
5月 665.1 1544.136 553.5 1285.132
6月 851.7 1977.358 717.3 1665.211

合計 8962.4 20807.6 7688.1 17849.1

2016年 2017年
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ガソリン使用量　（各店） 2016年7月～2017年6月 ガソリン 排出係数 2.322
軽油 排出係数 2.619

京都 名古屋 北陸 新潟 軽油(北陸） 排出量Kg
7月 186.1 179.1 430.3 186.3 0.0 296.5 3056
8月 243.0 207.5 422.5 178.4 0.0 385.0 3450
9月 221.6 133.6 367.0 71.2 0.0 245.0 2484

10月 253.9 171.5 344.2 148.0 0.0 311.8 2947
11月 264.6 128.5 395.5 180.7 0.0 249.5 2904
12月 228.9 170.0 398.9 165.9 0.0 250.0 2892
1月 181.0 151.1 449.8 137.3 0.0 250.0 2789
2月 219.2 132.8 332.1 95.6 0.0 256.0 2481
3月 259.6 199.4 440.9 197.4 0.0 245.0 3189
4月 204.1 111.6 410.4 195.5 0.0 245.0 2782
5月 249.0 196.3 312.8 61.5 0.0 248.2 2553
6月 251.1 206.9 433.6 136.1 0.0 265.0 3080

合計 2761.9 1988.2 4737.8 1754.0 0.0 3247.0 34608
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新潟 京都 名古屋 北陸 支店計 本社

可燃 0.00 42.20 86.30 146.40 274.90 可燃 120.60

一般 73.00 2.54 7.90 83.10 166.54 一般 60.70

段ボール 7.00 7.00 シュレッター 120.50

新聞 0.00 93.60 93.60 紙コップ 135.70

缶 0.00 コピー用紙 188.50

ペットボトル 2.00 1.00 3.00 封筒・チラシ 264.19

新聞 46.00

雑誌 66.00

各店計 82.00 45.74 187.80 229.50 0.00 545.04 段ボール 27.00

缶 14.00

ビン 34.00

ペットボトル 10.00

1,087.19

2016年7月～2017年6月

各店事業系ごみ (一般廃棄物）

可燃

一般

段ボール

新聞

缶

ペットボトル

本社事業系ごみ (一般廃棄物）

可燃

一般

シュレッター

紙コップ

コピー用紙

封筒・チラシ

新聞

雑誌
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2017年度　（2016年7月～2017年6月） 承　認 作　成

年月日 年月日

　環境管理計画 29.08.09 28.08.09

スケジュール

2017年度

１．環境に悪いことをしない

　　《法規制の遵守》

２．環境に良いことをする

　　省資源活動 (2)事業系一般廃棄物から資源ゴミ分別

　　《事業系一般廃棄 　①事務所・倉庫の整理・整頓。（5S活動）

　　　物量の削減》

　①電気設備のリスクの低減。

　②最高需要電力の管理。(電気料金の削減）

　③空調フィルターの定期的な清掃。

(4）自動車燃料使用量あたりのCO2排出量の

　　削減

　①ハイブリッド車の導入及び交通事故の

　　防止の啓発

　②エコドライブ運動の継続

(5)化審法・化管法関連化学物質管理の

　　マニュアル化

　①SDS(安全データシート）管理

　　（自社取扱商品の分析）。

３．環境配慮型製品の販売・

　　環境情報提供

　　　　　　　環境方針
　　　　　　環境目的及び実施項目 取組結果とその評価

評価
○△X

問題の是正及び予防

環境関連法規
（１）コンプライアンス（法令遵守）のリスク管理
　①業務の見える化。
　②就業規則の改訂準備　（中期目標）

①新しいことではありませんが、「環境法他関係届出書等」の
　 クリアファイルへの保管が、見える化の簡単な方法として、
　 継続されています。
②就業規則の改訂準備は、引続き中期目標として
　 次期に繰り越します。

△

今後もEC21の活動と通じて、定期的に
《法規制の遵守》を☑していく。環境関連
法規だけでなく、労働基準法等従業員の
関連する法規もEC21に含めていくことを
やってみてはとうか？

①事務所・倉庫の中の過去からの不要品（廃棄予定の
　 化学品等も含め）の廃棄を出来るものから手を付けています。 △

古い化学品は、MSDS等が入手できなくなり
廃棄するのも厄介になります。不要品の処理も、
期末などに定期的にする。

(3)電力量使用あたりのCO2排出量の削減
①日本電気保安協会の点検を利用して、継続管理。
②関電のデマンドお知らせサービスを利用開始。
③10月の涼しくなった頃に定期清掃予定。

〇

EC21の電力量の管理が、電気代の削減に
つながりました。　今後は、火災等防災で
社員の安全ファースト！

①現在の社有車、本社５台、北陸４台とトラック１台
　 名古屋３台、京都トラック１台　計１４台
　 ガソリン使用量集計の継続で省資源活動。
②エコドライブ運動の継続で、省資源活動。

○

社有車の管理＝社員の安全ファースト！

エコドライブ運動＝交通事故防止につな
げるように、引き続き社有車の管理。

（７）環境関連商材及び客先へのCRS
　　対応等社内情報の共有化。
　①環境情報提供の見える化（件数）。
　②環境関連商材の見える化。
　③客先へのCRS対応等の社内情報の
　　共有化。

①、②、③共に情報のファイル化を継続。 △

①、②、③共の情報を社内で共有する
化は、今後の課題として残りました。
管理本部でのファイル化で、適時社員が
提供できるようにする。

①各店倉庫の在庫品のＳＤＳ管理。

②改正化審法の化学品の年間輸入数量作成マニュアル。 △

先ず、足元のSDS管理を改善する。
安全意識を変えて、社員ファーストに
社内（内）から、そして社会（外）へ。
化学品の年間輸入数量で、リスク管理
の維持に利用する。

　②化学品のリスク管理

（６）社内グリーン購入品目の検討と推進 エコマークやグリーン購入の購入履歴の☑。 △
大手事務用品等通販の購入サイト履歴
で、グリーン購入等を見える化。
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2018年度　（2017年7月～2018年6月） 　承　認 作　成

作成

承認

１．環境に悪いことをしない

　　《法規制の遵守》
継続実施

継続実施

２．環境に良いことをする （１）事業系一般廃棄物から資源ゴミ分別

　　省資源活動

《事業系一般廃棄物量の削減》
（２）電力量使用あたりのCO2排出量の削減 全社

本社 継続実施

本社 継続実施

本社 継続実施

（３）自動車燃料使用量あたりのCO2排出量の削減

（４）化審法・化管法関連化学物質管理のマニュアル化

全社 田中 継続実施

本社 田中 継続実施

（５）社内グリーン購入品目の検討と推進 本社 打谷 継続実施

  （６）環境関連商材及び客先へのＣＲＳ対応等社内情報の共有化。

　①環境関連商材の見える化。 全社 斉藤 継続実施

　②客先へのCRS対応等の社内情報の共有化。 本社 辻森 継続実施

　②化学品のリスク管理（自社取扱商品の分析）。

３．環境配慮型製品の販売・
　　環境情報提供

環境管理計画

管理本部
斉藤

継続実施　①事務所・倉庫の整理・整頓。(5S活動）

　②産業廃棄物の管理とファイル化　

　①SDS（安全データシート）管理

継続実施　①ハイブリット車の導入及び交通事故の防止の啓発

　②エコドライブ運動の継続

環境関連法規

全社 管理本部

全社 辻森

全社

2017年10月11日

2017年10月11日

（１）コンプライアンス（法令遵守）のリスク管理

　①業務の見えるか。

　②就業規則の改正準備　（中期目標）

管理本部
斉藤
田中

　①電気設備のリスクの低減。

　②最高需要電力の管理。（電気料金の削減）

　③空調フィルターの定期的な清掃。

環境方針 環境目的及び実施項目 対象組織 実施担当者
継続・新規

区分
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作成　2017年8月3日

承 認 _ 評価者

①基本理念 ○

①温室効果ガスの排出抑制等 ○

①事業系廃棄物は適正に区分し、処理されているか。 ○

②事業系廃棄物は資格を持った業者に処理・処分の
　 委託をしているか。

○

③事業系廃棄物の保管は適切にされているか。 ○

④事業系廃棄物は適切な掲示がなされているか。 ○

４．家電リサイクル法 ①家電廃棄物の引渡しは適切にされているか。 ○

①対象化学品の販売時に、MSDSの提供がされているか。 ○

②書類の保管がなされているか。 △

③行政の指導が有った場合、それに対応しているか。 ○

６．消防法 ①安全確保の管理は適切になされているか。 ○

②消防用設備等の点検・報告が適切にされているか。 ○

③行政の指導があった場合、それに対応しているか。 ○

７．毒物劇物取締法 ①劇物表示があるか。 ○

②鍵の掛かる保管庫に保管されているか。 ○

③入出庫の管理と書類の保管ができているか。 ○

④行政の指導が有った場合、それに対応しているか。 ○

８．フロン排出抑制法 ①３ヵ月ごとの簡易点検 ○

②３年に１回定期点検の実施 ○

③定期点検、重点、回収、再生、破棄は許可業者へ依頼する。 ○

９．改正化審法
　　（2011.4.1）

①１化学物質につき、1企業当たり1.0トン以上の製造（輸入）数量
　等について、経産省へ届出義務　　（届出書類準備中）

○ 無

①労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するための改正 ○

１～７項目、項目ごとに施工時期が異なる。

（不適合が発見された場合）

不具合が発見された場合環境管理責任者ヘ連絡指示を受ける。

無

１．定期的法規制遵守評価表

法規制 チ ェ ッ ク 項 目
評価の
結果

苦情、訴訟
の有無

１．環境基本法 無

２．地球温暖化
　　対策法

無

無

当社では、下記の事項に付いて、1回／年  法規制遵守評価を実施する。

３．廃棄物処理法
    及び大阪市条例

無

２．違反、訴訟等の有無
　　過去3年間、法規制違反及び訴訟はありません。

無

無

無

５．化管法
　　（MSDS制度）

１０．労働安全衛生法
　　（一部改正
　　2014.6.25公布）

無
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各営業拠点に適用される市条例

東京店：　東京都環境局の所管する主要な条例等

法規制 チェック項目

京都店： 京都市環境政策局

法規制 チェック項目

名古屋店：名古屋市

法規制 チェック項目

4．名古屋市空き缶等
　 散乱の防止に関する条例

・空き缶等の投棄の禁止

5．名古屋市産業廃棄物等の
　 適正な処理及び資源化の
　 促進に関する条例

・処理の委託における確認など

1．名古屋市環境基本条例 ・環境保全について、市、事業者及び市民の責務を
　明らかにするとともに、施策の基本となる事項

2．市民の健康と安全を
　 確保する環境の保全
　 に関する条例

・略称「環境保全条例」、公害防止条例を全面的に
　見直し

3．名古屋市廃棄物の減量
　 及び適正処理に関する
　 条例

・廃棄物の減量、適正処理

2．京都市廃棄物の減量
　 及び適正処理等に
　 関する条例

・廃棄物の発生を抑制及び再生利用の促進による減量、
　適正処理並びに生活環境の清潔の保持

3．京都市産業廃棄物の
　 不適正な処理の
　 防止等に関する条例

・自社産業廃棄物の保管用地の届出、保管場所の明示
・自社産業廃棄物の運搬指示票の作成、交付、携行
・産業廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧、施設の
　公開
・環境の保全上容易に回復し難いと判断された時の
　産業廃棄物の搬入一時停止命令、即時搬入停止措置

5．京都市環境影響評価
　 等に関する条例

・東京都環境影響評価条例

4．東京都廃棄物条例 ・廃棄物の発生を抑制、再利用の促進、適正な処理

5．環境アセスメント条例 ・東京都環境影響評価条例

1．京都市環境基本条例 ・環境保全について、基本理念

1．東京都環境基本条例 ・環境の保全に関する基本的施策

2．環境確保条例 ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
　 （平成12年　東京都公害防止条例を全面的に改正）

3．自然保護条例 ・東京における自然の保護と回復に関する条例
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福井店：　 福井市　（福井県）

法規制 チェック項目

福山店： 福山市

法規制 チェック項目

新潟店： 見附市

法規制 チェック項目

2．見附市廃棄物の処理及び
　 再生利用等に関する条例

・廃棄物（産業廃棄物以外）の減量、再生利用及び
　適切な処理並び生活環境の清潔の保持

3．見附市ふるさと美化条例 ・ごみのポイ捨て禁止

4．産業廃棄物等の適正な
　 処理の促進に関する条例
　 （新潟県）

・マニュフェスト（産業廃棄物管理票）制度

1．見附市環境基本条例 ・環境の保全について、基本理念

3．福井市空き缶等の散乱
　 防止及び環境美化に
　 関する条例

・空き缶等の散乱防止

3．廃棄物処理法
　　（広島県）

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度

1．福井市環境基本条例 ・環境の保全について、基本理念

2．福山市廃棄物の処理及び
　 再生利用等に関する条例

・廃棄物（産業廃棄物以外）の減量、再生利用及び
　適切な処理並び生活環境の清潔の保持

1．福山市環境基本条例 ・環境の保全について、基本理念

2．福井市廃棄物の処理
　 及び清掃に関する条例

・自らの責任において適正に処理すること
・再生利用等を行うことによりその削減
・国及び地方公共団体の施策に協力

3．廃棄物の処理及び
　 清掃に関する法律

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度

4．水質汚濁防止法 ・水質汚濁防止法に基づく一律排水基準
　16.09.01 追記
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代表者による全体の評価と見直し 2017/10/20

編集後記

　弊社では、３事業 (マーケッティング、プロダクト、コーディネート) の３ビジネス部門ごとに、
顧客への新規商材の提案、新規マーケットへの参入、新商材の取り扱い等、全社拡販努力
をいたしました。その結果、マーケット部門においては新規マーケットへの参入などの成果も
ありましたものの、物量の減少傾向は回復には至りませんでした。

　2019年の７０周年には、マーケッティング部門１００億円、プロダクト部門５０億円を目標とし
て励む計画であります。社会情勢の変化に速やかに対応できる組織つくりを目指し、社内組
織の再構成、財務体質の強化、人材投資、設備投資など課題を逐次実施して参ります。

　他社にない商材を数多く持ち、誇れる人材を数多く有し、それぞれが事業として小規模でも
必要な商品を提供する存在意義のある企業となることを目標として邁進する所存であります。

　63期臨時版から70期版まで、この環境レポートのスタイルでやってきました。表紙の樹木
（クリップアート）も樹齢7年3カ月に育ちました。まだ実を結ぶまでには至っていません。
どのような花が咲くか、どんな実がなるのか楽しみです。

　弊社の環境方針の”一、先ず、環境に悪いことはしない。（環境に関する法規等の遵守）”
に立ち返って、「社会的責任」が厳しく求められるなかで、環境への取組を続けていくことが
大切です。
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日本資材株式会社　実施体制図及び役割・責任・権限表　

改正日：2017年6月1日

（大阪本社）

研究開発部門　R&Dセンター
（滋賀）　 センター長

製造部門　㈱ダイニチ
〔日本資材100%出資会社〕

注：　研究部門であるＲ＆Ｄセンターは、㈱ダイニチ
　　　の敷地内にあり、㈱ダイニチと共に環境活動に
　　　取り組んでいます。[EA21認証・登録済]

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

※EMS委員会は、定例（毎月または隔月）部長(EMS委員）会内で同時に開催される。

※各部門は、各部に記載している者を責任者とする。

日本資材EMS
委員会

管理本部
部長：

業務部：部長
承認 作成

最高経営責任者
(社長）

・環境方針の決定と環境経営システムの見直し

最高経営責任者
社長：

環境管理責任者
取締役：

第2営業部
部長：

第2営業部
（京都）

EA21事務局
（管理本部内）

第4営業部
部長：

東京店(第1営業)
部長：

第1営業部
（見附）

福井店(第5営業)
部長：

第5営業部
(名古屋）

役割・責任・権限

部門長　※

全従業員

環境管理責任者

・環境負荷及び環境への取組状況の把握・評価結果を踏まえて、具体的な環境
　目標及び環境活動計画を査定する。
・エコアクション21に関する環境経営システム（EMS)の構築・運用を円滑に行う。
　

EMS委員会　※

・環境負荷及び環境への取組状況の把握・評価する。
・環境配慮型製品の販売・環境情報の提供を担う。
　

EA21事務局
・事務局として、環境責任者を補佐し、エコアクション21に関する実務全般及び、
　環境リスク管理を所管する
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火災が発生したら

❶　「火事だー！！！」と大声で叫ぶ　早く知らせる
大声で叫び、周囲に火災が発生したことを知らせます。声が出ない場合は、鍋やヤカンなど、
物を叩くなどして、周囲に異常をしらせましょう。ビルなどで非常ベルが付いている場合は
鳴らして火災を知らせ、通報してもらいましょう。
※小さな火災であっても、必ず消防署へ通報しましょう。

❷　早く消す
初期消火は出火してから３分以内が勝負です。消火器や消火栓を利用しましょう。
※初期消火とは、火が床など横にひろがっているだけの間、あるいはカーテンや
襖などの立ち上り面に火が移るまでに火を消すことを言います。

❸　早く逃げる
天井まで火が移ったら、もう素人の手には負えません。早めに避難・誘導を行って下さい。
火災で怖いのは、火よりも煙。あっという間に広がる火災の煙には、
有毒ガスが含まれていて、大量に吸い込むと意識がなくなり危険です。

避難するときは、服装や持ち物にこだわらず急いで逃げましょう。
できるだけ姿勢を低くして、ぬれタオルやハンカチで口を覆い、
煙を吸い込まない工夫をして下さい。
シーツや毛布を水にひたしてかぶるのも、火の粉から身を守る手段のひとつです。

避難の際は、燃えている部屋の窓や扉は閉めましょう。
住宅内の火災の場合は、ガスメーター付近にあるガスの元栓を閉めましょう。
※ただし無理は禁物です。

火災発生 初期消火 避難
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